一般競争入札参加資格確認申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

（あて先）京　都　市　長

　　　　　　　　　　　　　　　　住所又は所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(商号又は名称,　　　　　　　)
　　　　　　　　　　　　　　　　 eq \o\ad(代表者氏名,　　　　　　　)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

　下記の件に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく，必要な書類を添えて申請します。

　なお，添付した書類の内容については，事実と相違ないことを誓約します。

記

１　工事件名

重要文化財（建造物）旧三井家下鴨別邸整備工事

ただし，空調及び防犯・防災設備改修電気設備工事
２　工事場所

京都市左京区下鴨宮河町５８番２
３　提出書類
⑴　入札金額に対応する積算内訳書
⑵　一般競争入札参加資格確認申請書
⑶　建設業法に基づく電気工事業の許可通知書又は証明書の写し
⑷　直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し
⑸　施工実績調書
⑹　技術者配置予定調書

４　連絡先　　　　　所属

　　　　　　　　　　氏名

　　　　　　　　　　電話　　　　（　　　）

申請書提出期間：平成２７年９月３日（木）～９月７日（月）（厳守）
電気（市内実績，事後確認型）
施　 工　 実　 績　 調　 書

会社名　　　　　　　　　　　　

	工

事

名

称

等
	工事名称
	

	
	施工場所
	

	
	発注者名称
	

	
	契約金額
	円　

	
	工　　期
	平成　　年　　月　　日　～　平成　　年　　月　　日

	
	受注形態等
	単体・共同企業体（出資比率　　　　％）

	工

事

概

要

等
	


※１　入札参加資格に関する項目で示した工事の施工実績について，記載してください。

※２　記載した工事の施工実績については，これを証明するものとして，次の書類を添付してください。

(1) 契約書の写し（共同企業体の場合は，協定書を含む。）
(2) 設計図書等の写し（入札公告に記載した資格要件の内容が確認できるもの。）

重要文化財（建造物）旧三井家下鴨別邸整備工事

ただし，空調及び防犯・防災設備改修電気設備工事
電気（市内実績，事後確認型）
技 術 者 配 置 予 定 調 書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	技術者の種別
	主任技術者　　・　　 監理技術者　　　　　　※いずれかを○で囲む。

	配置予定者氏名
	

	主任技術者
	法令による免許名

取得年月日（番号）
	　

　

　　　年　　月　　日（番号　　　　　　　）
	※添付書類（Ａ４サイズ）

免許・資格を証明する書面の写し

	
	実務経験等

※法令による免許がない場合のみ
	最終学歴

実務経験年数　　　　　年　　　か月
	※添付書類
実務経験証明書（写し可）
（法令による免許がある場合は不要）

	監理技術者
	監理技術者資格

交付年月日

交付番号
	監理技術者資格者証

平成　　年　　月　　日　交付

第　　　　　　号
	※添付書類（Ａ４サイズ）

①監理技術者資格者証（表面・裏面）の写し，②監理技術者講習修了証の表面の写し

	手持ち工事の有無
	有　　・　　無　　　※いずれかを○で囲む。
	※上記以外の添付書類

【主任技術者の場合】

常勤の自社社員で，３箇月以上の雇用関係があることが確認できる書類（下記注３参照）の写し。ただし，代表者が自ら主任技術者となる場合は不要。

【監理技術者の場合】

監理技術者資格者証等により３箇月以上の雇用関係が確認できない場合は，それ以外の確認書類（下記注３参照）の写し。

	（手持ち工事「無」の場合は最新の工事経験）

手 持 ち 工 事 の 状 況 等
	工事名称　
	
	

	
	工事場所　
	
	

	
	発注者名　
	
	

	
	契約金額
	円　
	

	
	工　　期
	　年　　月　　日　～　　年　　月　　日
	

	
	従事役職
	主任技術者・監理技術者・現場代理人

※いずれかを○で囲む。
	


（記載に当たっての注意事項）

注１　税込請負金額（予定）を２５００万円（建築一式工事５０００万円）以上とする場合の技術者には専任義務が発生するため，入札参加資格確認日現在で，他の工事（本市工事以外も含む。）に技術者又は現場代理人として配置されている者での申請は認められない。監理技術者についてはコリンズ（工事実績情報システム）で他の工事に配置されていないことが確認できること。登録のタイムラグ等により直近のコリンズ登録結果が反映されていない可能性がある場合は，別途「登録内容確認書」を添付すること。工期内であるが既に検査が完了し合格している場合は，工期欄に完了日を補記すること。
注２　提出に当たっては契約工期に確実に配置できる者を記載すること。落札した場合には，本調書に記載された者と同一人を配置すること。その際，技術者の種別については，建設業法第２６条の規定に基づき，下請金額に応じて監理技術者又は主任技術者のいずれかで配置すること。本調書に記載された技術者を配置しない場合は虚偽記載があったものとして入札参加停止措置を行う。なお，死亡，重篤な病気，退職等の極めて特別な理由がある場合を除き技術者の変更は認めない。
注３　添付書類のうち「常勤の自社社員で，３箇月以上の雇用関係があることが確認できる書類」の例

○会社名の記載のある健康保険証の写し，○住民税特別徴収税額（変更）通知書の写し，○雇用保険被保険者証の写し，

○（上記のいずれもない場合は）雇用主が当該技術者を３箇月以上雇用している旨の誓約書でも可（ただし，監理技術者の場合は不可。）

注４　「手持ち工事の状況等」欄には，当該技術者が現在施工中の工事を記載すること。手持ち工事がない場合は最新の工事経験を記載すること。
重要文化財（建造物）旧三井家下鴨別邸整備工事

ただし，空調及び防犯・防災設備改修電気設備工事
電気（市内実績，事後確認型）
実 務 経 験 証 明 書

下記の者は，　　　　　　工事に関し，下記のとおり実務の経験を有することに相違ないことを証明します。

平成　　年　　月　　日  

証明者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
被証明者との
関　　　　 係  　        　　　  　　　  　　　  　　      

記

	技術者の氏名
	
	生年

月日
	
	使用された

期　　　間
	年　　月から

年　　月まで

	使用者の商号
又は名称
	
	
	

	職 名
	業務経験の内容
	業務経験年数

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	
	
	年   月から   年   月まで

	使用者の証明を得ることが

できない場合はその理由
	
	合計　　　満　　　年　　月


記載要領

　１　この証明書は，被証明者１人ごとに作成すること。

　２　「職名」の欄は，被証明者が所属していた部課名及び職名等を記載すること。

　　　（所属がない場合は，「事業主」，「現場監督」，「職長」などの職名を記載）

　３　「実務経験の内容」の欄は，従事した主な工事名等を具体的に記載すること。

　４　「合計　満　年　月」の欄は，実務経験年数の合計を記載すること（必要に応じ，卒業証明書の写しを添付すること。）。

　５　上記の様式内に記載しきれないときは，適宜，用紙を追加すること。
※　法令による免許がある場合は，提出不要です。

※　記入に当たっては，契約課ホームページ「京都市入札情報館」工事契約情報ページに掲載の「記入例」を参照してください。
（お知らせ）

平成２７年６月１日
京都市行財政局財政部契約課

工事及び工事関連業務委託の入札における最低制限価格の全面事後公表について

本市では，これまで，予定価格が５千万円を超える工事の入札において，最低制限価格を事後公表としてきましたが，平成２７年６月１日以降の入札公告分から，予定価格にかかわらず，すべての工事及び工事関連業務委託の入札において，最低制限価格を事後公表とします。

	（注）・道路清掃，除草，樹木維持管理業務等，工事に類する業務委託も対象となります。

・測量，建築設計，設備設計，土木設計，地質調査，補償調査等の建設コンサルタント業務委託も対象となります。


なお，最低制限価格は，算定基準（※１）により算出した額（算定基礎額）に，ランダム係数（１から１．０１までの範囲において０．００１単位で無作為に抽出した値）を乗じて得た額（千円未満の端数切上げ）となります。

最低制限価格　＝　算定基準により算出した額（算定基礎額）×ランダム係数

※１　算定基準

　　・「工事の請負に係る最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定基準について」

・「工事の設計等の業務委託に係る最低制限価格の算定基準について」

（契約課ホームページ「京都市入札情報館」の「入札・契約制度」―「規則・要綱・要領集」に掲載しています。）

（お知らせ）

平成２７年６月１日
京都市行財政局財政部契約課

現場代理人の常駐義務の緩和（他の工事との兼任）の取扱いについて

工事における現場代理人は，請負契約の的確な履行を確保するため，工事現場の運営，取締りのほか，工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項（請負代金額の変更，契約の解除等を除く。）を処理する受注者の代理人であることから，原則的に，工事現場への常駐（当該工事のみを担当し，かつ，作業期間中，常に工事現場に滞在していること）が義務付けられています。

本市では，従来，工事の請負金額にかかわらず，現場代理人の工事現場への常駐を義務付けていましたが，国の通知等を踏まえ，平成２６年４月から，この取扱いを変更し，次の条件を満たす場合に，この常駐義務を緩和し，他の工事（常駐又は専任義務が課されている場合を除く。）との兼任を認めることとしているところです。

	(1) 税込請負金額が２，５００万円（建築一式工事にあっては，５，０００万円）未満の工事であること。

(2) 工事期間中，工事現場における運営，取締り及び権限の行使に一切の支障を生じさせず，かつ，工事担当課との連絡体制が常に確保されること。


この度，現場代理人に係る書類の提出に関して，下記のとおり変更することとしますので，お知らせします。

記

○これまで（平成２７年５月３１日まで）の取扱い
上記(1)に該当する工事の場合，入札参加申請に当たり，当該工事に配置予定とする現場代理人が，入札参加申請日時点において既に他の工事の現場代理人又は技術者（常駐又は専任義務が課されている場合を除く。）として従事している場合は，「現場代理人に係る確約書」（工事期間中，工事現場における運営，取締り及び権限の行使に一切の支障を生じさせず，かつ，工事担当課との連絡体制を常に確保することを確約する旨の書面）を入札時に提出することにより，落札した場合の他工事との兼任を認める。

○平成２７年６月１日以降の取扱い（６月１日付け入札公告分以降の工事）
上記(1)に該当する工事の場合，契約日時点において他の工事の現場代理人又は技術者（常駐又は専任義務が課されている場合を除く。）として従事する者を，当該工事の現場代理人として配置する（兼任させる）場合は，当該工事の工事請負契約締結時に「現場代理人等通知書・変更通知書」と併せて，「現場代理人の兼任に係る誓約書」（※注）を提出することとする。また，併せて他工事の工事担当課にも提出する。（入札時の提出は求めない。）

　　なお，工事担当課が常駐義務の緩和を取り消し，工事現場への常駐を求めた場合においては，他の工事との兼任は認められないことに留意すること。

※注　様式は契約課ホームページ「京都市入札情報館」に掲載しています。

